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これら要因のうち主要なものを考慮したモデルで予測した結果、21世紀末まで

に1.4～4.0℃程度気温が上昇すると予想されている。

•この気温上昇をせめ

て2℃以内に抑えられ

ないかと世界が努力

をしているところ。

•なんとか耐えられる

被害の範囲で収める

（＝2℃目標）ために

は、2050年世界排出

量半減、その中で、

先進国の排出量の

80%削減（90年比）

が求められる。
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地域の発展と再⽣可能エネルギー

平成24年11月20日
慶応義塾大学環境情報学部
兼大学院政策・メディア研究科

教授 小林 光 1

2050年排出量
約80%削減

エネルギー需要
の変化

約55%改善

エネルギー
の低炭素化
約55%改善

0.20.45   0.45   ≒×

原子力に期待できない中、
80%削減などできるのか？

限界削減費用は逓増する以上、協力すれば、同じ削減量を目
指す場合は安く、同じ費用を払うなら大きな削減ができる

協力によるCO２削減により相乗的な効果を期待
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家の持つ大きな環境的な意義
家でこそ出会う

再生可能エネと省エネ機会

１１０㎡の土地に１年間に降り注ぐ太陽
エネルギー（光、熱）は約46万MJ

１１０㎡の土地に１年間
に降り注ぐ雨の量は約
190㎥

一戸建ての家で４人家族が１年間に使う
エネルギーは4.7万ＭＪ

一戸建ての家で４人家族が１
年間に使う上水道の量は200
㎥ 4
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羽根木エコハウスの取組内容
～エコハウスでの３０を越える対策～

65

都市の中でも、すごい！自然力。

拙宅・羽根木エコハウスでの体験

羽
根
木
エ
コ
ハ
ウ
ス
全
景
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屋根材一体型の太陽電池パネルを使った北屋根
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屋根材一体型の太陽電池パネルを使った北屋根
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南面の太陽集熱パネル
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。
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エアコン

ブラウン管テレビ
２１．８kWh/月（１日中使用）

１５．４kWh/月（タイマー使用）

１０５ｋWh/月

ノンフロン冷蔵庫
６０kWh/月（ドイツ製）

５１kWh/月（日本製）

冷蔵庫の電力消費（季節による違い）
７０kWh/月（夏場）

３０kWh/月（冬場）

食器洗浄器
３０～４０kWh/月

暖房便座
２８kWh/月（冬場）

６kWh/月（夏場）

電子レンジ
２．９kWh/月

湯沸しポット
１０．８kWh/月

洗濯機
８kWh/月

娯楽機器（ＴＶ、ＤＶＤ、衛星チューナー、ゲーム機等）
２７．８kWh/月

羽根木エコハウスの主な家電の電力消費（実測）

注）１
羽根木エコハウスの実
測結果であって、メー
カー、機能、住まい方な
どが違えば、当然、測定
結果は変わってくる。

注）２
羽根木エコハウスのエ
アコンは、ガスエンジン
でヒートポンプを動かす
仕組みのもの。昨年７月
のこの機械単独でのガ
ス消費量の実績である
18立方米を電力に換算
（約83kWh）し、これに

吹き出し口ファンや親機
の駆動のために必要な
電力消費量（約22kWh）
を加えて、電力換算の
消費量を推計した。なお、
吹き出し口は７か所あり、
そのうちの４か所が同時
稼働できる。したがって、
４台のエアコンの合計電
力消費量ともみなせる。

14
消費電力モニター
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図5-3 羽根木エコハウス二酸化炭素排出量の推移（夏期／冬期）（p187）
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羽根木エコハウスにおける二酸化炭素排出量の推移
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昨年の節電には、独立回路の太陽光
発電と照明電力の徹底削減で対応
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乾いた雑巾のつもりだったが・・・、やってみました。
羽根木エコハウスの大震災後(注)の節電実績

（買電力量－売電力量）

半年で20％節電!!
1668kWh

⇒1334kWh

＊4人家族 170m2

kWh

検針月

注）今年も、対前年比20％以上の節電に成功。決め手は直流扇風機。



都市ならではの手法の例

エコハウスを増やす。ゼロエミ街区。

様々な省エネの機会、自然エネルギーや廃
エネルギーを活用しながら、エネルギーの需
給をリアルタイムで均衡させる。例えば、ごみ
処理工場や工場の廃熱を皆で使う（地域冷
暖房など）。

大量公共交通機関を使いやすくし、その周り
に人口を集める。ここでも情報技術の実装が
鍵。

市域に緑地や河川を点在させ、冷熱を積極
的に享受する。 18

都市の中でこそできる、新しい
自然共生型の経済社会づくり

都市には、省エネの機会も、使われていない
エネルギーも共にたくさんある。その出会い
の場を作ろう！

エネルギーの需要を賢く削って、自然エネル
ギーや廃エネルギーでうまく賄えるようにして
みよう！

都市の自然は、エネルギー消費を減らす妙
薬。

自然との共生を、再生日本のブランドに！
17

慶應・湘南藤沢キャンパスの節電
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約280万kWｈ

自家発電量
約20万kWh

買電力量
約260万
kWh

約207万
kWh

約31万kWh

約178
万kWh

電力消費量
26%削減

買電
力量
32%
削減

ガス代・軽油
代の増
約74万円

電気代減、
貢献割引
約1170万円

その他減

非常発電機
リース代
約300万円

差し引きコ
スト減
約850万円

2010年夏季3か月 2011年夏季3か月

電力消費量、買電量の比較

対前年コストの増減

注）下記のコストは７．８
両月分のみ。
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環境価値の実現を妨げる
ものは何か？
それを克服する⽅途は何
か？



(参考）会計法規に対し環境面からの特例を定める先行法律（１）
「環境配慮契約法」 平成19年11月22日施行

国等における環境配慮契約に関する状況等について整理、分析、情報提供

情報の整理等

公正な競争の確保、エネルギーなど他の施策との調和の確保（第12条・第13条）

地方公共団体等

責務（第４条）
○エネルギーの合理的かつ適

切な使用等
○環境配慮契約の推進

環境配慮契約の推進
契約推進方針の作成等
（第11条）

国及び独立行政法人等

「基本方針」の策定（第５条）
・環境配慮契約の推進に関する基本的事項
・重点的に配慮すべき契約 等

各省大臣等は、基本方針に従い、環境配慮
契約の推進のために必要な措置を講ずる
よう努めなければならない（第６条）
各大臣等は、環境配慮契約の締結の実績
の概要を取りまとめ、公表（第８条）

責務（第３条）
○エネルギーの合理的かつ適切な使用等

（需要面）
○環境配慮契約の推進（供給面）

環境大臣が各大臣等に必要な要請（第９条）

など

◆各省がばらばらに取り組むのではなく、
基本方針に基づき政府が一体となっ
て取り組む。

庁舎設計等建築物に関する契約
における企画競争

電力購入契約における二酸化炭
素排出量等の考慮

自動車・船舶の調達に係る契約に

おける環境性能の考慮

ESCO事業による設備等の改修

（注）長期契約が締結できる旨を
法律に規定（第７条）

基本方針

（第10条）

目的 （第１条）

国等の契約において、価格に加えて環境性能を含め
て総合的に評価し、もっとも優れた物品や役務等を供
給する者を契約相手とする仕組みを作る

・国等の環境負荷（温室効果ガス等の排出）
の削減

・環境負荷の少ない持続可能な社会の構築

国等による環境配慮契約⇒電力の契約：61.8%、自動車の契約（警察庁を除く）：85.7%、ESCO事業：２件、建築設計の契約：307件

平成21年度実績

• 太陽光は全部損だと思われているが、初期費用は10年で元がとれて、その

後は儲かる。太陽光はペイバックするが、自動車はしない。

• エネルギーで見ても、太陽光は生産し、自動車はただ消費し続ける。

新エネルギー部会（第35回）-配布資料より作成

購入費用
137

(単位：万円)

200万円の太陽光発電
vs 200万円の自動車

購入費用
200

燃料代
50

補助金（国）
43

補助金
（自治体）

20

電気代
節約分

 35
売電収入 102
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購入費用
も

ペイバッ
ク可能

燃料代：年間走行距離10,000km、20km/ℓ、140円/ℓと推定

第二十一条の三
１ （略⇒協働取組みの普及に関する訓示規定）
２ 国及び独立行政法人等は、民間団体がその専門的な知見又は地域の特性を生か
すことができる分野において環境の保全に関する公共サービスを協働取組により実施
することが効果的であると認められる場合には、経済性に留意しつつ価格以外の多様
な要素をも考慮して、協働取組による当該公共サービスの効果が十分に発揮される契
約の推進に努めるものとする。
３ 前項に規定する契約の締結及びその履行に関する事務を行うに当たって配慮すべ
き事項その他の当該契約の推進に関して必要な事項は、環境省令で定める。
４ 地方公共団体は、第一項及び第二項に規定する施策に準じて、民間団体の参入の
機会の増大及び協働取組による公共サービスの実施の効果が十分に発揮される契約
の推進に努めるものとする。

環境要素へ支払うための法令（２）⇒環境教育・環境活動促進法
＜民間団体の公共サービスへの参入の機会の増大等＞

＜本条改正の趣旨＞
○国などが公共環境サービスを行う際に、専門性などがある民間団体と、（単に行政の
下請けあるいはアウトソーシングでない）協働取組みをもって行う場合には、価格競争
などによらない相手方選択や対価決定ができることとする、根拠規定。いわば会計法
の特例規定。
○手続きなどは、環境省令で定める。（⇒この内容は重要。それこそ前条の対象。）

第二十一条の四 国又は地方公共団体及び国民、民間団体等は、協働取組を推進する
ための役割分担を定めた協定の締結並びに当該協定の作成に関する協議及び当該協
定の実施に係る連絡調整を行うための協議会の設置を行うことができる。
２ 国は、前項の規定による協定の締結を行った場合には、インターネットの利用その他

適切な方法により協定の内容その他主務省令で定める事項を公表するものとする。
３ 国及び国民、民間団体等は、第一項の規定による協定の締結を行った場合には、当

該協定に定められた事項を誠実に履行するとともに、当該協定に定める事項の実施の
状況について評価を行い、その結果を公表するものとする。
４ 地方公共団体は、第一項の規定による協定の締結を行った場合には、前二項に規定

する国の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
５ 国民、民間団体等は、国又は地方公共団体と協働取組を行う必要があるときは、主
務省令で定めるところにより、当該国又は地方公共団体に対し、その旨を申し出ること
ができる。
６ 国又は地方公共団体は、前項の規定による申出を受けた場合において、主務省令で

定める基準に照らして適切であると認めるときは、協働取組を行うよう努めるものとする。

＜環境保全に係る協定の締結等＞

＜本条追加の趣旨＞
○協働取組みを抽象的なものに終わらせないため、これに対して、（その総てに対して
ではないが）「協定」という具体的な姿を与えたもの。罰則はないが、環境協働協定の、
いわば法的効果も定めている。（⇒環境省のこれまでの事業でも、法的根拠が不明なも
のがあったのではないか？この規定を積極的に活用して、悪貨を減らせないか？）



自然共生ブランドの下、
家の中も外も、

そして都市も国土も
全く今とは違う景色になってしまう。
また、そうしならなければならない。
経済的にも大きなムーブメント。
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御清聴、ありがとうございました。


